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栃木県 東端 位置 馬頭町 、古代 「那須国」 属 、関東地方 早

独自 文化 開花 地域 、唐 御所横穴墓 川崎古墳 、当時 高 文

化水準 今 伝 。

奈良時代 、那須郡内 郷 一 、「武茂郷（ ）」 位置

。奈良東大寺 蘆遮那仏建立 際 砂金 発見 、東大寺大仏 塗金 使 、

大陸 文物交流 大 貢献 、都 間 、武茂郷 砂金 、「那

須 」 呼 、国内最古 産金地 知 。

江戸時代 水戸藩 属 、各種 殖産興業策 実施 、特 、水戸藩 御用瀬戸場

発足 小砂焼 、現在 伝統 灯 受 継 、栃木県 伝統工芸品

。

明治政府成立後、廃藩置県 、水戸県、宇都宮県 経 栃木県 管轄下 。

町村制 施行 明治 年 月 日 、武茂村、西武茂村、大内村及 大山田村 村

誕生。 後、明治 年 武茂村 馬頭町 、西武茂村 武茂村 改称 。昭

和 年 月 日施行 町村合併促進法 昭和 年 月 日、馬頭町、大内村、大山田村、

武茂村 町 村 合併 、現在 馬頭町 。

馬頭町史 、合併当時、戸数 戸、人口 人 、「本庁 旧馬頭

町役場 置 、旧 村 役場 支所 設置 、新 門標 掲 発足 。」 記

。

豊 穏 自然 小川町 、那珂川 流 沿 、先土器時代 文化

開 、縄文、古墳、奈良、平安時代 様々 文化 跡 残 。

古墳時代 関東 最 古 頃 、次々 古墳 造 、町 随所 石器 土器 現

。

奈良・平安時代 、那須 郡役所 那須官衙 設置 、東山道 通 、那須郡

政治、経済、文化、交通 要衝 発展 。

1

12

22

24

28 10 29

3,871 22,053

◎◎合合併併協協定定調調印印 経経過過ままででのの

1．馬頭町 小川町 沿革と の

馬 頭 町

小 川 町

の に する は においては に し でも く

から の を させた であり の や などは の い

を に えています

には の の つ たけむごう として づけられまし

た の の に が され の に われたほか

との などに きく したことから びとの では の は

のゆりがね と ばれ の として られています

には に し の が され に の と

して した は でも の を け ぎ の となっていいま

す

により を て の となりました

が された には び の

が その には が に は に しています

の により

の が して の となりました

によると となっており を

に き の に を し しい を げ した と されてお

ります

かで やかな につつまれた は の れに って より

が け の な の を しています

には で も い より と が られ の に や が れ

ます

には の である が され が じ の

の として しました

４ １ ４

１ ７ １

１ ３

３
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後、江戸時代 村々 分散 、烏山藩領 江戸旗本領 農村社会 営

。

封建社会 近代社会 移 変 、市制町村制 施行 明治 年 月 日 小

川村外 村 那珂村 形 、昭和 年 月 日、町制施行 小川町

。町制施行当時 直近 記録 、戸数 戸、人口 人 記録 残

。

後、昭和 年 地方自治法 施行 、昭和 年 施行 町村合併促進法 、

昭和 年 月 大字谷田 、昭和 年 月 大字白久 一部 烏山町 境界変

更 編入 、現在 小川町 姿 形成 。

2

22

13

1,117 6,950

22 28

30 35

その には が し あるいは として を ん

できました

から へと り わり が された には

により が づくられ により となりま

した の の によれば との が されて

います

その に が され に された のもと

に を には の をそれぞれ から

により し の の が されました

４ １

９ ７ １

４ ４
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Ｈ ～ 市町村合併 関 住民説明会（ 所）

Ｈ 議会全員協議会 町 合併調査研究 了承

合併調査研究 事務調整開始

Ｈ ～ 市町村合併 関 住民 ー 調査実施

Ｈ ～ 市町村合併 関 住民説明会（ 所）

Ｈ 馬頭町・小川町 合併 関 調査研究会設置

Ｈ ～ 市町村合併 関 住民 ー 調査実施

Ｈ 住民 ー 調査結果公表

回収率……馬頭町 ％ 小川町 ％

思 …………馬頭町 ％ 小川町 ％

思 ……馬頭町 ％ 小川町 ％

Ｈ 法定合併協議会設置 向 調整会議

Ｈ 馬頭町及 小川町議会臨時会 法定協議会設置 議決

Ｈ 馬頭町・小川町合併協議会 設置

栃木県知事宛法定協議会設置届出

合併重点支援地域指定申請

Ｈ 第 回調整会議

Ｈ 第 回合併協議会

合併 方式及 事務所 位置 確認 。

・合併 方式 、新設合併（対等合併） 。

・

Ｈ 第 回調整会議

Ｈ 新町名称候補募集開始（ 日 ）

Ｈ 第 回合併協議会

地方税 取扱 外 項目 確認 。
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16.10.26 11.

16.11.
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74.77 77.29

25.23 22.71

16.11.10

16.11.12

16.11.16

16.11.16

16.11.22

16.11.24

16.12. 28

16.12.
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2．合併協議及 経過び

☆合併 関 調査研究

小川町：

町：

小川町：

馬頭町：

町：

馬頭町：

町：

☆馬頭町・小川町合併協議会

に する

９ ３

２

４

５

９

１

１

２

１

３ ２

に する ヵ

で による を

の

に する アンケ ト

に する ヵ

の に する

に する アンケ ト

アンケ ト

う

わない

に けての

び において を

の

の び の について される

の は とする

まで

の い について される

2

2

2

「馬頭町 小川町 合併協議 進 次善 方策 」または との を めることが の と

事務所 位置 現馬頭町役場 現小川町役場 当面総合支所 。の は とし､ は とする
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Ｈ 第 回調整会議

Ｈ 第 回合併協議会

財産及 債務 取扱 外 項目 確認 。

Ｈ 第 回調整会議

Ｈ 新町名称候補募集終了 応募総数 件（ 種類）

Ｈ 第 回合併協議会

合併 期日外 項目 確認 。

・合併 期日 、平成 年 月 日 。

Ｈ 馬頭町及 小川町 合併重点支援地域 指定 。

Ｈ 第 回調整会議

Ｈ 第 回合併協議会

新町 名称、議会 議員 定数及 任期 取扱 並 農業委員会

委員 定数及 任期 取扱 確認 。（新町建設計画 除

協定項目 協議終了）

・新町 名称 、「那珂川町」 。（応募数 件）

・議会 議員 定数 人 、在任特例期間 平成 年 月 日

。

・農業委員会 委員 定数 人 、在任特例期間 平成 年 月

日 。 、選挙 委員 選挙 、 選挙区 設

。

Ｈ 第 回調整会議

Ｈ ～

合併 関 住民説明会（合併協定項目及 新町建設計画、馬頭町・小川

町各 所）

Ｈ 第 回調整会議

Ｈ 第 回合併協議会

Ｈ 第 回調整会議

Ｈ 第 回合併協議会

新町建設計画 確認 。（全協定項目 協議終了）

Ｈ 馬頭町・小川町合併協定調印式

4

16.12.

16.12.16

15
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１ ５
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２ ６
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３ ３ ７
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び の い について される

の について される

の は とする

び が に される

の の の び の い びに の

の び の いについて される を

く の

の は とする

の の は とし を まで
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までとする また による の は つの を け

るものとする

に する び

ヵ

について される の
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（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

栃木県知事

栃木県議会議長

衆議院議員

衆議院議員

栃木県議会議員

栃木県議会議員

南那須町長

烏山町長

南那須町議会議長

烏山町議会議長

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

合併協議会長

合併協議会副会長

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

◎◎合合併併協協定定調調印印式式 出出席席者者名名簿簿

【来 賓】

【合併協議会委員】

１

２

３

４

５

６

７

８

９

福 田 富 一
平 池 秀 光
渡 辺 喜 美
蓮 実 進
本 多 勝 美
三 森 文 徳
大 谷 範 雄
福 田 弘 平
中 山 五 男
森 井 國 廣

川 崎 和 郎
渡 辺 良 治
岡 忠 一
藤 澤 柾 夫
大 金 伊 一
川 上 宗 男
矢 内 修
石 田 彬 良
福 島 泰 夫
杉 本 益 三
大 金 進
篠 江 求
岡 豊 子
益 子 栄 子
岩 村 文 郎
藤 田 眞 一
小 峰 直 人
塚 原 博
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合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

合併協議会監査委員

合併協議会監査委員

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

馬頭町名誉町民

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

馬頭町議会議長

馬頭町議会副議長

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

6

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

長谷川 顕 一
船 山 伸 郎
佐 藤 勝 夫
山 沢 文 子
佐々木 文 子
亀 田 昇
田 村 澄 夫

小 沼 功 一
薄 井 秀 雄

金 子 正一郎

大 金 伊 一
薄 井 正 雄
鈴 木 和 江
益 子 明 美
小 林 盛
岩 村 文 郎
阿久津 武 之
大 金 市 美
石 田 彬 良
桑 原 勇 一
小 川 洋 一
岡 進
郡 司 良 一
矢 内 修
大 森 富 夫
石 沢 明 生

【合併協議会監査委員】

【名誉町民】

【馬頭町議会議員】
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馬頭町議会議員

馬頭町議会議員

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

小川町議会議長

小川町議会副議長

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

小川町議会議員

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

馬頭町大字自治会長連絡協議会長

馬頭町大字自治会長連絡協議会副会長

馬頭町大字自治会長連絡協議会副会長

新町上自治会長

新町下自治会長

室町自治会長

南町自治会長

田町 自治会長

田町 自治会長

田町 自治会長

片根 自治会長

片根 自治会長

大字健武上自治会長

7

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

谷田部 一 郎
荒 井 平

川 上 宗 男
小 泉 幸 子
福 島 泰 夫
川 上 要 一
橋 本 操
杉 山 勝
杉 本 益 三
薄 井 和 平
小 杉 正 雄
佐 藤 壽 男
高 瀬 了
森 島 啓
増 子 達 雄
石 川 粂 和

大 金 洋 一
高 田 敬
大 金 進
齋 藤 勝 夫
松 山 喜 一
井 面 明 彦
八 木 新 一
桐 花 利 一
高 野 義 雄
関 谷 保
大 金 政 夫
露久保 正
田 村 元

【小川町議会議員】

【馬頭町大字自治会長】

１

３

４

１

２
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大字健武下自治会長

大字矢又自治会長

大字和見自治会長

大字小口自治会長

大字北向田自治会長

大字久那瀬自治会長

大字松野自治会長

大字富山自治会長

大字盛泉自治会長

大字谷川自治会長

大字大那地自治会長

大字大山田上郷自治会長

大字小砂自治会長

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

第 区長

8

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

山 田 保 美
菊 池 善 昭
小 高 忠 夫
大 森 茂
高 野 孝 一
岡 誠 一
小 幡 勝 壽
益 子 操
岡 光 衛
岡 本 輝
笠 井 計 男
藤 田 修 一
藤 田 博 雄

川 上 林
森 嶋 信 二
川 上 和 男
佐 藤 政 之
佐 藤 吉 男
竹 田 忠 男
薄 井 優
磯 部 正 美
川 井 長 夫
久保寺 良 雄
塚 原 博
佐 藤 至
福 嶋 正
穴 山 國 雄

【小川町行政区長】
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３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４
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（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

南那須地区広域行政事務組合長

馬頭町農業委員会長

小川町農業委員会長

小川町固定資産評価審査委員会委員長

馬頭町選挙管理委員会委員長

小川町選挙管理委員会委員長

馬頭町教育委員会委員長

小川町教育委員会委員長

馬頭財産区議会議長

武茂財産区議会議長

大内財産区議会議長

大山田財産区議会議長

馬頭警察署署長

馬頭町消防団団長

小川町消防団団長

馬頭町社会福祉協議会会長

小川町社会福祉協議会会長

馬頭町 ー人材 ー理事長

小川町 ー人材 ー理事長

馬頭町民生委員児童委員協議会会長

小川町民生委員児童委員協議会会長

馬頭町商工会会長

小川町商工会会長

馬頭町観光協会会長

小川町観光協会会長

馬頭町医師団代表

小川町医師団代表

馬頭町体育協会会長

小川町体育協会会長

馬頭町文化協会会長

小川町文化協会会長

馬頭町立小中学校校長会会長

小川町小中学校長会会長

9

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

【 町関係団体 長】2 の

渡 辺 良 治
露久保 了
石 川 粂 和
佐 藤 庄 司
福 田 光 男
平 澤 照 雄
磯 敏 雄
福 嶋 丈 夫
高 嶋 善 壽
薄 井 武 夫
平 塚 興 樹
三 浦 良 彦
田 宏
藤 田 正 一
齊 藤 健 次
白 寄
國 安 隆 夫
星 米 男
若 色 正 一
鈴 木 篤
船 山 伸 郎
篠 江 求
川 上 宗 男
藤 田 眞 一
石 川 粂 和
木 村 透
上 野 顕
人 見 宏
関 根 英 尊
高 野 孝 雄
荒 井 大 作
飯 村 静 夫
大 喜 正 昭

�

シルバ センタ

シルバ センタ
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栃木県立馬頭高等学校長

那須南農業協同組合代表理事組合長

那須南森林組合代表理事組合長

那須南農業共済組合組合長

足利銀行馬頭支店長

那須信用組合理事長

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

馬頭町長

馬頭町助役

馬頭町教育長

馬頭町総務課長

馬頭町企画情報課長

ＣＴＢ放送 ー所長

馬頭町税務課長

馬頭町住民生活課長

馬頭町環境整備対策室長

馬頭町健康福祉課長

馬頭町馬頭中央保育所長

馬頭町建設課長

馬頭町産業振興課長

馬頭町学校教育課長

馬頭町学校給食 ー所長

馬頭町生涯学習課長

馬頭町議会事務局長

馬頭町水道課長

10

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

福 田 孝
岡 博 威
岡 光 衛
永 井 博
我 妻 英 雄
村 上 守 敏

川 崎 和 郎
岡 忠 一
藤 田 和 夫
益 子 勝
桑 野 豊 夫
松 崎 敬 三
桑 野 文 男
山 田 廣 充
益 子 実
吉 成 啓 二
岡 豊 二
高 野 正
佐 藤 良 美
長 山 宣 弘
斉 藤 正
荒 井 進
荒 井 和 夫
大 金 佳 宣

�

【馬頭町役職員】

センタ

センタ
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（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

小川町長

小川町助役

小川町収入役

小川町教育長

小川町総務課長

小川町企画財政課長

小川町町民課長

小川町保健福祉課長

小川町産業振興課長

小川町建設水道課長

小川町会計室長

小川町議会事務局長

小川町教育委員会事務局長

（敬称略）

役 職 名 氏 名 備 考

事務局長

事務局次長兼総務班長

計画調整班長

計画調整班

計画調整班

計画調整班

計画調整班

総務班

馬頭町総務課副主幹

馬頭町総務課副主幹

小川町企画財政課課長補佐

11

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

【小川町役職員】

【合併協議会事務局職員等】

渡 辺 良 治
藤 澤 柾 夫
薄 井 茂 夫
古 澤 實
泉 正 夫
薄 井 裕
菊 地 英 夫
大 森 一 良
鈴 木 文 男
佐 藤 勇 三
佐々木 香
岡 孝 一
星 和 好

齋 藤 裕 一
藤 田 悦 男
板 橋 了 寿
沼 田 一 也
大 森 親 久
吉 住 二 郎
小 松 重 隆
岩 村 房 行
鈴 木 真 也
深 澤 昌 美
橋 本 民 夫
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馬頭町・小川町

合 併 協 定 書

平成 年 月 日17 13３
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合併 方式………………………………………………………………………………………

合併 期日………………………………………………………………………………………

新町 名称………………………………………………………………………………………

新町 事務所 位置……………………………………………………………………………

財産及 債務 取扱 …………………………………………………………………………

議会 議員 定数及 任期 取扱 …………………………………………………………

農業委員会 委員 定数及 任期 取扱 …………………………………………………

地方税 取扱 …………………………………………………………………………………

一般職 職員 身分 取扱 …………………………………………………………………

地域審議会等 関 ……………………………………………………………………

特別職 身分 取扱 …………………………………………………………………………

条例、規則等 取扱 …………………………………………………………………………

事務組織及 機構 取扱 ……………………………………………………………………

一部事務組合等 取扱 ………………………………………………………………………

使用料、手数料等 取扱 ……………………………………………………………………

公共的団体等 取扱 …………………………………………………………………………

補助金、交付金等 取扱 ……………………………………………………………………

字名 取扱 ……………………………………………………………………………………

慣行 取扱 ……………………………………………………………………………………

国民健康保険事業 取扱 ……………………………………………………………………

介護保険事業 取扱 …………………………………………………………………………

消防団 取扱 …………………………………………………………………………………

行政連絡組織 取扱 …………………………………………………………………………

電算 取扱 …………………………………………………………………………
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15

15

15

15

15

15

15

15

16

10 16

11 16

12 17

13 17

14 17

15 17

16 17

17 18

18 18

19 18

20 18

21 18

22 19

23 19

24 19

合 併 協 定 書 目 次
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の の び の い

の の び の い

の い

の の の い

に すること

の の い

の い

び の い

の い

の い

の い

の い

の い

の い

の い

の い

の い

の い
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各種事務事業 取扱 …………………………………………………………………………

地域間交流事業………………………………………………………………………

広報広聴関係事業……………………………………………………………………

ー 放送事業……………………………………………………………

消防防災関係事業……………………………………………………………………

交通関係事業…………………………………………………………………………

保健予防事業…………………………………………………………………………

障害者福祉事業………………………………………………………………………

高齢者福祉事業………………………………………………………………………

児童福祉事業…………………………………………………………………………

保育事業………………………………………………………………………………

他 福祉事業……………………………………………………………………

環境対策事業…………………………………………………………………………

農林水産関係事業……………………………………………………………………

商工観光関係事業……………………………………………………………………

建設関係事業…………………………………………………………………………

上下水道事業…………………………………………………………………………

学校教育事業…………………………………………………………………………

社会教育事業…………………………………………………………………………

他 事業…………………………………………………………………………

新町建設計画……………………………………………………………………………………
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25 19

25 19

25 19

25 19

25 20

25 20

25 20
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25 10 22
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那須郡馬頭町及 同郡小川町 廃 、 区域 新 町 設置 新設合併
（対等合併） 。

合併 期日 、平成 年 月 日 。

新町 名称 、「那珂川町」 。

新町 事務所 位置 栃木県那須郡馬頭町大字馬頭 番地（現馬頭町役場） 。
現在 小川町役場 当面、総合支所 位置付 。

町 所有 財産及 債務 、 新町 引 継 。
財産区有財産 、財産区有財産 新町 引 継 。

町 議会 議員 、市町村 合併 特例 関 法律（昭和 年法律第 号。以下
「合併特例法」 。）第 条第 項 規定 適用 、平成 年 月 日 、引
続 新町 議会 議員 在任 。
合併特例法第 条第 項 規定適用後 議員 定数 、 人 。

町 選挙 委員 、市町村 合併 特例 関 法律（昭和 年法律第 号。
以下「合併特例法」 。）第 条第 項第 号 規定 適用 、合併後、平成 年
月 日 引 続 新町 選挙 委員 在任 。
合併特例法第 条第 項第 号 規定適用後 選挙 委員 定数 、 人

。
合併特例法第 条第 項第 号 規定適用後 選挙 委員 選挙 、 選挙

区 設 。

個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町 税、入湯税、鉱産税及
特別土地保有税 税率及 納期 、現行 新町 引 継 。
国民健康保険税 税率 、合併年度 現行 、翌年度 医療費
動向 基 支出額 推計 、健全 円滑 運営 確保 税率 統一
。 、急激 負担 増減 生 配慮 。
国民健康保険税 納期 、合併年度 現行 、翌年度 期

。
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合併 方式

合併 期日

新町 名称

新町 事務所 位置

財産及 債務 取扱

議会 議員 定数及 任期 取扱

農業委員会 委員 定数及 任期 取扱

地方税 取扱

の

の

の

の の

び の い

の の び の い

の の び の い

の い

び を し その をもって しい を する
とする

の は とする

の は とする

の の は､ とする
の は､ として ける

の する び は すべて に き ぐものとする
は として に き ぐものとする

の の は の の に する
という の を し まで き

き の の として するものとする
の の の は とするものとする

の による は の の に する
という の を し

まで き き の による として するものとする
の の による の は とする

ものとする
の の による の は つの

を けるものとする

たばこ
び の び については のとおり に き ぐものとする

の については は のとおりとし から
の を に を し で な を できる に するものとす
る なお な の が じないように するものとする

の については は のとおりとし からは
とするものとする
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個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税及 国民健康保険税 減免
、合併時 調整 。

個人町民税及 固定資産税 前納報奨金 、馬頭町 例 。
国民健康保険税 賦課 方式 、現行 新町 引 継 。
町税収納督促事務 、現行 新町 引 継 。
口座振替 、現行 新町 引 継 。 、取扱金融機関

、現行 金融機関 基本 、合併時 調整 。
嘱託徴収員 、現行 制度 基本 設置 。

町 一般職 職員 、 新町 職員 引 継 。
職員数 、新町 定員適正化計画 策定 定員管理 適正化 努

。
職名等 人事管理及 職員 処遇 観点 合併時 統一 。
職員 給与 、職員 処遇及 給与 適正化 観点 調整 。

市町村 合併 特例 関 法律（昭和 年法律第 号） 規定 地域審議会等 、
新町 設置 。 、合併後 新町 一体性 確立、各地域 均
衡 発展及 地域住民 連携 強化 住民 協働 推進 、新町 地方自
治法（昭和 年法律第 号） 規定 附属機関 設置 。

特別職 職員 、 設置、人数、任期及 報酬等 額 、法令 定
従 、次 調整 。

（ ）町長、助役、収入役及 教育長 任期 、法令 定 。
、給料 額 、現行 給料 額及 同規模 自治体 例 基 合併時
調整 。

（ ）議会 議員 報酬 額 、現行 報酬 額及 同規模 自治体 例 基
合併時 調整 。

（ ）教育委員会 委員、選挙管理委員会 委員、監査委員及 固定資産評価審査委員会
委員 数及 任期 、法令 定 。 、報酬 額
、現行 報酬 額及 同規模 自治体 例 基 合併時 調整

。
（ ）農業委員会 委員 報酬 額 、現行 報酬 額及 同規模 自治体 例

基 合併時 調整 。
審議会等 、 町 設置 、新町 引 続 設置 必要

、原則 統合 。
、 町 設置 、新町 速 調整 。

、人数、任期及 報酬等 額 、現行 制度 基 調整 。
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の の については のとおり に き ぐものとする
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については の を として するものとする

の の は すべて の として き ぐものとする
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に する を するものとする

の については その び の について の
めるところに い のとおり するものとする

び の については の めるところによる な
お の については の の び の の を に まで
に するものとする

の の の については の の び の の を に
までに するものとする

の の び
の の び については の めるところによる なお の につい
ては の の び の の を に までに するものとす
る

の の の については の の び の の
を に までに するものとする

については に されていて において き き する の
あるものは として するものとする
ただし に されているものは において やかに するものとする

なお び の については の を に するものとする

9 一般職 職員 身分 取扱

地域審議会等 関

特別職 身分 取扱

の の の い

に すること

の の い

10

11
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他 特別職 、新町 引 続 設置 必要
、現行 任期及 報酬 額 基 調整 、設置 。

新町 条例、規則等 制定 、合併協議会 協議 各種事務事業等 調整、
確認内容 基 、次 区分 整備 。
（ ）合併 同時 即時制定 、施行
（ ）合併後、逐次制定 、施行
（ ）合併後、一定 地域 暫定的 施行

新町 組織及 機構 次 事項 基本 合併時 調整 。
（ ）住民 ー 低下 十分配慮 組織・機構
（ ）町民 利用 組織・機構
（ ）町民 声 適正 反映 組織・機構
（ ）指揮命令系統 分 、責任 所在 明確 組織・機構
（ ）簡素 効率的 組織・機構
（ ）新町建設計画 円滑 遂行 組織・機構
（ ）新 行政課題 迅速 的確 対応 組織・機構
（ ）地方分権 柔軟 対応 組織・機構

南那須地区広域行政事務組合、栃木県市町村消防災害補償等組合、栃木県町村議会議
員公務災害補償等組合、栃木県市町村職員退職手当組合及 栃木県自治会館管理組合

、合併 日 前日 脱退 、新町 合併 日 当該組合 加入
。

財団法人馬頭町奨学会 、合併時 調整 。
株式会社馬頭 ー及 株式会社 、現行

。

使用料、手数料等 、住民 一体性 確保 図 負担 公平性 原則
、次 調整 。

（ ）使用料等 、現行 基本 、合併時 調整 努 。
、類似 施設 使用料 、可能 限 均衡 図 。

（ ）手数料 、合併時 統一 。

公共的団体等 、新町 速 一体性 確立 、各団体 実情 尊重
、次 調整 努 。
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（ ） 町 共通 団体 、合併時 統合 調整 努 。 、
実情 合併時 統合 団体 、新町 、速 統合 調整
努 。

（ ） 町 独自 目的 持 団体 、原則 現行
。

補助金、交付金等 、合併後、速 公共的必要性、有効性、公平性 考
慮 基準 設 交付 。
同一又 同種 補助金、交付金等 、団体 統合 促 、団体 理解及 協

力 得 、統一 努 。

町 字 区域 、現行 、名称 、現行 名称 「大
字」 削除 。

町章、町歌、町民憲章、町 花 木 鳥等 、新町 定 。
表彰制度、各種宣言 、新町 調整 、定 。 、

名誉町民 、新町 引継 。

人間 及 脳 、次 。
（ ）助成 金額 費用 割、上限 円 、助成金 交付 年 人 回

。
（ ）対象者 、国民健康保険税 滞納 世帯 満 歳以上 被保険者

。
（ ）助成 対象 、人間 （単独）、脳 （単独）及 人間 脳

同時 受診 場合 回 。
（ ）受診医療機関 、新町 指定 。
国民健康保険運営協議会 委員 定数 人 、新町 選任

。
国保高額療養費支給事務、療養費支給事務、国民健康保険被保険者健康指導事業及

出産、葬祭 給付 関 、現行 新町 引 継 。
高額療養費貸付事業 現行制度 基本 、貸付限度額 、馬頭町
例 。

介護保険事業計画 、合併時 策定 。
第 号被保険者 保険料 、合併年度 現行 、新町 次

期介護保険事業計画 策定 中 調整 、翌年度 統一 。
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介護保険料 普通徴収 係 納期 、合併年度 現行 、翌年度
国民健康保険税 例 。

介護保険料 減免 、合併年度 現行 、翌年度 現行制度
基本 統一 。
保険給付、社会福祉法人等 利用者負担 減額制度及 高額介護 ー 事業

、現行 新町 引 継 。

消防団及 水防団 組織 、合併年度 現行 、翌年度 統合
。

行政連絡組織 合併時 現行 、合併後、速 行政区制制度
統一 。

、行政区 区域及 名称 、地域住民 意向 尊重 、新町 調整
。

住民 ー 学校教育、行政効率 低下 招 電算 統廃合 図
。

地域間交流事業（姉妹都市 交流事業 含 。） 、新町 引 継
。

国際交流事業及 海外派遣事業 、現行 新町 引 継 。
、事業内容 、 経緯等 踏 、新町 速 調整

。

広報事業 、次 。
（ ）広報 、毎月 回、 日 発行 。
（ ）公式 ー ー 、合併時 開設 。
広聴事業 、新町 調整 。
町勢要覧 作成 、新町 調整 。

ー 放送事業 、新町 引 継 。
ー 高度化事業 、新町 引 継 。
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、地域 一体性 確立 図 、地域高度情報化計画 策定 、合併後 年程
度 目途 ー 新町全域化 推進 。

防災会議 、新町 、合併時 設置 。
地域防災計画 、新町 策定 。
防災行政無線 、現行 新町 引 継 。

町営 、 及 ー 、現行 新町 引
継 。
地方路線 、現行 路線 維持 努 。
交通指導員制度 、現行 新町 引 継 。

母子保健事業 、次 。
（ ）母子保健計画 、合併後、速 策定 。
（ ）乳幼児健康診査（相談） 、現行 新町 引 継 。

、事業内容 合併時 調整 。
（ ）乳幼児健康診査精密検査、妊産婦医療費助成及 妊婦超音波検査 、現行

新町 引 継 。
（ ）妊産婦健康診査 、現行 新町 引 継 。 、妊婦
一般健康診査受診票 交付回数 妊娠前期 回、妊娠後期 回 。

（ ）育児等健康支援事業 、合併年度 現行 、翌年度 馬頭町
例 。

老人保健事業 、次 。
（ ）健康教育及 健康相談 、合併年度 現行 、翌年度 統一

。 、定期健康相談 、小川町 例 。
（ ）健康診査（検診）事業 、合併年度 現行 、翌年度 統一

。
（ ）事業所検診 、現行 新町 引 継 。 、町 一
部負担 合併時 廃止 。

（ ）腹部超音波検査 、合併時 廃止 。
（ ）機能訓練事業 、現行 新町 引 継 、合併後、速

調整 。
歯科保健事業 、次 。

（ ）幼児 素塗布事業 、現行 新町 引 継 。
（ ）歯周疾患検診 、合併年度 現行 、翌年度 統一

。
予防接種事業 、現行 新町 引 継 、自己負担 小川町
例 。 、実施方法 合併時 調整 。
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結核予防事業 、現行 新町 引 継 。
健康福祉 、現行 新町 引 継 、合併後、速
調整 。
在宅当番医制 、合併時 調整 。

障害者福祉計画 、合併後、速 策定 。
特定疾患者福祉手当等 、合併年度 現行 、翌年度 統一

。
国又 県 定 制度 基 実施 、現行 新町 引
継 。
障害者福祉作業所 、現行 新町 引 継 。

高齢者保健福祉計画 、合併時 策定 。
国又 県 定 制度 基 実施 、次 。

（ ） 町 差異 、現行 新町 引 継 。
（ ） 町 差異 、次 。
① 生 活動通所支援事業 、現行 新町 引 継 、
合併後、速 調整 。

② 寝具類等洗濯乾燥消毒 ー 事業、家族介護用品支給事業及 生活支援 ー
事業 、合併年度 現行 、翌年度 統一

。
③ 軽度生活援助事業、老人日常生活用具給付等事業及 生活管理指導短期宿泊事業

、合併時 統一 。
在宅高齢者等介護手当給付事業 、合併年度 現行 、翌年度
統一 。
敬老会助成事業 、現行 新町 引 継 。 、実施主

体等 合併後、速 調整 。
敬老祝金 、馬頭町 例 。
歳到達者祝詞事業 、合併年度 現行 、翌年度 馬頭町

例 。
老人憩 家 、現行 新町 引 継 。

市町村行動計画 、合併時 新町行動計画 策定 。
児童手当、遺児手当及 乳幼児医療費助成 、現行 新町 引 継

。
親家庭医療費助成 、現行 新町 引 継 。 、所得制

限 小川町 例 。
児童館 、現行 新町 引 継 。
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放課後児童対策事業 、現行 新町 引 継 。 、開
設時間・利用料等 合併後、速 調整 。

町立保育所 、現行 新町 引 継 。
保育時間及 休日 、馬頭町 例 、時間外保育 地域 状況

等 考慮 調整 。
保育料 、 町 平均的 保育料 基準 、合併後 年間 段階的 統一

。
延長保育 、馬頭町 例 基本 、地域 状況等 考慮 調整
。

乳児保育 、馬頭町 例 。
一時保育 、現行 新町 引 継 。 、対象児童、保

育時間及 保育料 馬頭町 例 。
第三子以降保育料免除事業及 児童送迎用自動車 、現行 新町 引
継 。

追悼式 、合併後、新町 調整 。
災害弔慰金 、現行 新町 引 継 。
災害見舞金 、馬頭町 例 。 、浸水 住家 床上浸

水 限 。

環境監視員制度 、合併時 統一 。
生活用水確保対策事業補助制度 、馬頭町 例 。
土砂等 埋立 等 土壌 汚染及 災害 発生 防止 、現行

新町 引 継 。
畜犬 登録及 狂犬病予防、墓地・納骨堂及 火葬場、大気汚染、水質汚濁、環境消

毒事業及 公営墓地 関 、現行 新町 引 継 。
処理事業 、次 。

（ ） 排出方法、 分別種類、 収集回数及 処理手数料等
、合併時 調整 、統一 。

（ ） 収集方法 、現行 新町 引 継 。
資源化対策 補助 、馬頭町 例 。

捨 等防止 、小川町 例 。
一般廃棄物処理業 許可 、現行 新町 引 継 。

農業関係事業 、次 。
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の び び
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ごみの ごみの ごみの びごみ について

は までに し するものとする
ごみの については のとおり に き ぐものとする

ごみの の については の によるものとする
ポイ て については の によるものとする

の については のとおり に き ぐものとする

については のとおりとする
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農林水産関係事業
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（ ）農業振興地域整備計画 、現行 基本 、新町 速 計画
策定 。

（ ）数量調整円滑化推進事業 、現行 新町 引 継 。
（ ）町単独生産調整推進対策事業 、合併時 現行 、合併後速

統一 。
（ ）土地改良事業 、馬頭町 例 基本 、合併時 統一 。
（ ）中山間地域総合整備事業 、現行 新町 引 継 。
（ ）災害復旧事業 、現行 新町 引 継 。
林業関係事業 、次 。

（ ）森林整備計画 合併後 既存 計画 尊重 速 策定 。
（ ）県単独経営作業道整備事業 、馬頭町 例 。
（ ）町単独作業道整備事業 、小川町 例 。 、補助限
度額 円 。

（ ）森林整備地域活動支援交付事業 、現行 新町 引 継
。

（ ）木材需要拡大事業 、馬頭町 例 。

企業誘致 、現行 新町 引 継 。
中小企業融資制度 、現行 制度 基本 、合併時 調整
。

生活安定資金 、合併時 廃止 。
人 支援 事業 、現行 新町 引 継

。
観光 、現行 新町 引 継 、新町 速
調整 。

観光客誘致対策事業 、現行 新町 引 継 。
消費者行政 、現行 新町 引 継 。 、消費生活
ー 、合併時 廃止 。

建設関係事業
（ ）道路整備事業 、新町建設計画等 基 計画的 実施 、継続事業 、
新町 引 続 実施 。

（ ）町道 、現行 新町 引 継 。 、町道認定基準
馬頭町 例 。

（ ）道路占用料 、小川町 例 。
（ ）法定外公共物使用料 、栃木県 条例 準 合併時 統一

。
（ ）地籍調査事業 、現行 新町 引 継 。

23

1

2
3

4
5
6

1
2
3

200,000
4

5

1

2

3
4

5

については を とし において やかに を
するものとする

については のとおり に き ぐものとする
については は のとおりとし や

かに するものとする
については の を とし に するものとする

については のとおり に き ぐものとする
については のとおり に き ぐものとする

については のとおりとする
については､ ､ の を し やかに するものとする

については の によるものとする
については の によるものとする ただし

については とするものとする
については のとおり に き ぐものとす

る
については の によるものとする

については のとおり に き ぐものとする
については の を とし までに するものと

する
については に するものとする

にやさしいまちづくり モデル については のとおり に き ぐも
のとする

イベントについては のとおり に き ぐものとし において や
かに するものとする

については のとおり に き ぐものとする
については のとおり に き ぐものとする なお モ

ニタ については に するものとする

については に づき に し は
において き き するものとする
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住宅関係事業
（ ）町営住宅及 町有住宅管理事業 、現行 新町 引 継

。
（ ）住宅入居者選考委員会 、合併時 廃止 。
都市計画関係事業

（ ）都市計画区域 、現行 新町 引 継 。
（ ）都市計画 ー 、新町 策定 。

水道事業 、次 。
（ ）水道事業及 簡易水道事業 、現行 新町 引 継 、簡
易水道事業会計 、合併時 統合 。

（ ）水道料金 、合併時 現行 、合併後、速 統一
。

（ ）加入金及 手数料 、馬頭町 例 。
（ ）料金 算定（検針）及 徴収 、現行 。
下水道事業 、次 。

（ ）下水道事業 、現行 新町 引 継 。
（ ）下水道使用料、汚水量 認定、使用料 徴収 、現行 、馬頭
処理区 供用開始後 速 統一 。

（ ）受益者分担金 、現行 。
（ ）手数料、水洗便所等改造資金融資 及 利子補給 、現行

、馬頭処理区 供用開始後 速 統一 。
農業集落排水事業 、次 。

（ ）農業集落排水事業 、現行 新町 引 継 、事業会計
、合併時 統合 。

（ ）処理施設使用料及 汚水量 認定 、合併時 現行 、合併後、
速 統一 。

（ ）使用料 徴収 、水道料金 徴収 例 。
（ ）受益者分担金 、現行 。
（ ）手数料、水洗便所等改造資金融資 及 利子補給 、合併時 現行

、合併後、下水道事業 合 統一 。
排水設備指定工事店指定手数料 、小川町 例 。
合併処理浄化槽設置整備事業費補助 、現行 。

、補助金 交付 小川町 例 。

幼稚園 、次 。
（ ）町立幼稚園 、現行 新町 引 継 。
（ ）休業日及 保育時間等 、現行 新町 引 継 。 、
年度末及 年度始休業日 月 日 月 日 、保育時間 午前 時
午後 時 分 。
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（ ）保育料 、合併年度 現行 、翌年度 月額 円
。

（ ）幼稚園就園奨励費補助 、合併年度 現行 、翌年度 小川
町 例 。

（ ）幼稚園第二子等保育料減免事業 、合併年度 現行 、翌年度
小川町 例 。

学校教育等 、次 。
（ ）町立小・中学校及 通学区域 、現行 新町 引 継 。
（ ）要保護及 準要保護児童生徒就学援助費 、現行 新町 引 継

。 、支給時期 、翌年度 小川町 例 基本 、調整
。

（ ）特殊教育就学奨励費 、現行 新町 引 継 。 、
支給時期 、翌年度 小川町 例 。

（ ）奨学資金 貸与 、合併時 調整 、統一 。
（ ）児童生徒健康診断業務 、馬頭町 例 基本 、合併時 調整

。
（ ）通学費補助 、合併年度 現行 、翌年度 馬頭町 例 基
本 、調整 。

（ ）外国語指導助手 、現行 新町 引 継 。
（ ）学校給食 、現行 新町 引 継 、統合等 視野 入 、
合併後、速 調整 。

生涯学習事業 、次 。
（ ）生涯学習推進計画 、合併後、速 策定 。
（ ）生涯学習事業 、現行 新町 引 継 、合併後、速

調整 。
家庭教育学級等 、合併年度 現行 、翌年度 馬頭町 例

基本 、調整 。
男女共同参画推進事業 、現行 新町 引 継 、合併後、

男女共同参画計画 策定 、事業推進 努 。
成人式 、現行 新町 引 継 、合併後、速 調整

。
社会体育事業 、次 。

（ ）社会体育施設 、現行 新町 引 継 。 、類似
施設 開館時間等 、合併時 調整 。

（ ）町民体育祭等及 各種 ー 大会等 、現行 新町 引 継
、合併後、速 調整 。

文化振興事業 、次 。
（ ）国、県及 町 指定文化財、美術館、郷土資料館等及 風土記 丘資料館 管
理受託 、現行 新町 引 継 。
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については のとおり に き ぐものとする

２．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

25 18－ 社会教育事業



― ―

（ ）文化祭 、現行 新町 引 継 、合併後、速 調整
。

公民館 設置運営及 事業 、次 。
（ ）公民館 、現行 新町 引 継 。 、開館時間等 、
合併時 調整 。

（ ）公民館事業 、現行 新町 引 継 、合併後、速
調整 。
図書館等 設置運営及 事業 、次 。

（ ）図書館等 、現行 新町 引 継 。 、開館時間等
、合併時 調整 。

（ ）図書館事業 、現行 新町 引 継 、合併後、速
調整 。

施策 、合併年度 現行 、翌年度 補助制度
統一 。

情報公開制度 、小川町 例 基本 、合併時 条例 制定 、実施
。

投票区 、現行 新町 引 継 。
新町 振興計画 、新町建設計画 基 、合併後 年 目標 策定

。
過疎地域自立促進計画 、新町 引 継 、合併後 年 目標 新
策定 。

土地利用計画 、合併後 年 目標 国土利用計画及 土地利用調整基本計
画 策定 。
指定金融機関等 、原則 現行 金融機関 基本 、合併時 調

整 。
斎場及 霊柩車使用 関 助成金交付制度 、小川町 例
。

新町建設計画 、別添「新町建設計画」 。
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調 印 書

馬頭町 小川町 、地方自治法（昭和 年法律第 号）

第 条 第 項及 市町村 合併 特例 関 法律

（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 基 馬頭

町・小川町合併協議会 、合併 関 協議 調

調印 。

平成 年 月 日

馬頭町長

小川町長

と は

の び の の に する

の に づく

において に する が っ

たのでここに する
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立 会 人

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員
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立 会 人

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員
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立 会 人

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員

合併協議会委員
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調 印 式 会 場 席 次 表
（敬称略）式 典 看 板

馬頭町旗 国旗 小川町旗

（ 立 席 ）

出
入
口

出
入
口

松 演壇

町長調印席

立
会
人
署
名
席

委
員
席

町
議
席

自
治
会
長
席

関
係
団
体
席

県
町
職
員
席

委
員
席

町
議
席

行
政
区
長
席

関
係
団
体
席

報道・一般参加者席
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馬頭町助役
小川町助役

小川町収入役
馬頭町教育長

小川町教育長

馬頭町長
小川町長

馬頭町議会議長
小川町議会議長

栃木県知事
栃木県議会議長

衆議院議員
衆議院議員

栃木県議会議員
栃木県議会議員

南那須町長
烏山町長

南那須町議会議長
烏山町議会議長
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